
�愛媛県告示第２３１４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、松山市長から次のとおり町の区域を新たに画する旨

の届出があった。

上記の処分は、平成１７年１月３１日から効力を生ずる。

平成１６年１１月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

別図１の区域をもって別図２のとおり町の区域を新たに画

する。
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Ｎ 

石井小学校 

東石井町 

神　社 

県道久米・垣生線 

南中学校 

居相町 

石井支所・公民館 

至国道３３号線 

凡 例 200m0

実施区域線 

現町界線 

別図１

実施区域及び現町界町名図
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Ｎ 

石井小学校 

神 社 

県道久米・垣生線 

南中学校 

居相四丁目 

居相三丁目 居相二丁目 居相一丁目 

居相五丁目 

居相六丁目 

石井支所・公民館 

至国道３３号線 

凡 例 
200m0

新町界線 

別図２

新町界町名図
（新町界は、別表のとおり）

町界は、南北線は東側の側線
東西線は南側の側線
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�愛媛県告示第２３１５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、松山市長から次のとおり字を廃止する旨の届出があ

った。

上記の処分は、平成１７年１月１日から効力を生ずる。

平成１６年１１月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

北条市の区域内の小字を全部廃止する。
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�愛媛県告示第２３１６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、松山市長から次のとおり町の区域を新たに画する旨

の届出があった。

上記の処分は、平成１７年１月１日から効力を生ずる。

平成１６年１１月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

別 表

新町の名称 新 町 の 区 域

居相一丁目 県道久米・垣生線の南側線、市道石井８２号線の東側線、居相１０５に隣接する水路である国有地に隣接する道路等である国有地に
隣接する水路である国有地の北側線、居相９３の８、９３の９、９３の１１、９４の１０から９４の１７まで、９８の２、１０２、１０３、東石井町７
１８の５及び７１９に隣接する水路である国有地の北側線並びに市道石井４３号線の東側線で囲まれた区域

居相二丁目 県道久米・垣生線の南側線、居相３４３の１の西側筆界線、居相３４３の１の北側筆界線、居相３３７の西側筆界線、居相３３６の西側
筆界線、居相３３５の２の西側筆界線、居相３３５の１の西側筆界線、居相３２６の２の西側筆界線、居相３２６の２の北側筆界線、居
相３２５の１の西側筆界線、居相３２５の１の北側筆界線、居相３２２の７の西側筆界線、居相３２２の１１の西側筆界線、居相３２２の６
の西側筆界線、居相３２２の５の西側筆界線、市道石井１１１号線の南側線、居相３１９の１の西側筆界線、居相３１４の１の西側筆界
線、居相３１３の３、３１３の５から３１３の７まで及び３１４の１に隣接する水路である国有地の北側線、居相３０４の１０、３１２の１、
３１２の２、３１２の５から３１２の８まで及び３１２の１２に隣接する水路である国有地の北側線、居相３１１の１に隣接する水路である
国有地の北側線並びに市道石井８２号線の東側線で囲まれた区域

居相三丁目 県道久米・垣生線の南側線、居相４４７の３の西側筆界線、居相４４７の１の西側筆界線、居相４４７の１の北側筆界線、居相４４７の
１の西側筆界線、居相４３９の３の西側筆界線、居相４３９の１の西側筆界線、居相４３９の２の西側筆界線、居相４３７の７の西側筆
界線、居相４３７の９の西側筆界線、居相４３７の１の西側筆界線、居相４３８の２の西側筆界線、居相４３８の２の北側筆界線、市道
石井１９９号線の東側線、市道石井３０４号線の東側線、市道石井１１１号線の東側線、居相４２０の２、４２０の５、４２０の６、４２０の
１７、４２０の１８、４２１の５及び４２１の１６から４２１の１９までに隣接する水路である国有地の北側線、居相４１９の５及び４１９の１３に隣
接する水路である国有地の北側線、居相４１４の１に隣接する水路である国有地の西側線、居相３１５、４１３の１、４１３の７及び４
１４の１に隣接する水路である国有地の北側線、居相３１４の１の西側筆界線、居相３１９の１の西側筆界線、市道石井１１１号線の南
側線、居相３２２の５の西側筆界線、居相３２２の６の西側筆界線、居相３２２の１１の西側筆界線、居相３２２の７の西側筆界線、居相
３２５の１の北側筆界線、居相３２５の１の西側筆界線、居相３２６の２の北側筆界線、居相３２６の２の西側筆界線、居相３３５の１の
西側筆界線、居相３３５の２の西側筆界線、居相３３６の西側筆界線、居相３３７の西側筆界線、居相３４３の１の北側筆界線並びに居
相３４３の１の西側筆界線で囲まれた区域

居相四丁目 居相１８２の１、１８２の４及び１８２の５に隣接する水路である国有地に隣接する道路である国有地の南側線、市道石井２９８号線の
南側線、市道石井３４１号線の南側線、市道石井２３６号線の南側線、市道石井３５７号線の東側線、居相４６６の８、４６６の９、４６７
の４、４６７の１２、４６７の１８から４６７の２０まで、４６８の６、４６８の７及び４６９の１から４６９の３までに隣接する水路である国有地
の南側線、居相４６９の３の西側筆界線、居相４６９の６の西側筆界線、居相４６９の１の西側筆界線、市道石井２０３号線の南側線、
居相４５２の１の西側筆界線、市道石井２０９号線の東側線、居相４４８の１の西側筆界線、県道久米・垣生線の南側線並びに市道石
井８２号線の東側線で囲まれた区域

居相五丁目 居相１２の２に隣接する水路である国有地の南側線、居相１３の１、１３の４、１４の２、１５の１、１６の１、１６の２及び１６の４に隣接す
る水路である国有地の南側線、居相１６の２に隣接する道路である国有地の西側線、居相１７８の１、１７８の３から１７８の５まで、
１７９の１、１８０の１及び１８１の１に隣接する道路である国有地に隣接する水路である国有地の南側線、市道石井８２号線の東側線
、県道久米・垣生線の南側線、東石井町７０９の３の東側筆界線、東石井町７０８の３の東側筆界線、東石井町７０７の２の東側筆界
線、居相５５の２に隣接する道路である国有地に隣接する水路である国有地に隣接する道路である国有地の東側線、東石井町６９１
の５の東側線、東石井町６９１の４の東側線、居相４４の２及び４５の２に隣接する道路である国有地の東側線、居相３３の２の東側筆
界線、居相３４の１、３４の２及び３５の３に隣接する道路である国有地に隣接する水路である国有地の南側線、居相２３の１５の東側筆
界線、居相２３の１４の東側筆界線、居相２３の１３の東側筆界線、居相２３の１２の東側筆界線、居相２３の１１の東側筆界線、居相２３の１０の
東側筆界線、居相２３の１の東側筆界線、居相２３の４の北側筆界線、居相２３の４の東側筆界線、居相２４の１の東側筆界線、居相１３
の４に隣接する道路である国有地に隣接する水路である国有地の北側線、居相１２の２に隣接する水路である国有地の北側線並び
に居相１２の２の東側筆界線で囲まれた区域

居相六丁目 市道石井３号線の南側線、居相２０３の７の西側筆界線、居相２０３の５の西側筆界線、居相２０５の３の西側筆界線、市道石井８６号
線の南側線、市道石井８５号線の東側線、市道石井３４１号線の南側線、市道石井２９８号線の南側線、居相１８２の１、１８２の４及び
１８２の５に隣接する水路である国有地に隣接する道路である国有地の南側線並びに市道石井８２号線の東側線で囲まれた区域

町の名称
左記の区域に該当する区域

摘 要
字 名 地 番

睦月 大字睦月 全 区 域 これに伴
う道路、
水路等を
含む。

野忽那 大字
野忽那

〃

中島大浦 大字大浦 〃

小浜 大字小濱 〃

長師 大字長師 〃

宮野 大字宮野 〃

神浦 大字神浦 〃

宇和間 大字
宇和間

〃

熊田 大字熊田 〃

吉木 大字吉木 〃

饒 大字饒 〃

畑里 大字畑里 〃

中島粟井 大字粟井 〃

愛 媛 県 報平成１６年１１月２４日 第１６１２号
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�愛媛県告示第２３１７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、松山市長から次のとおり字の名称を変更する旨の届

出があった。

上記の処分は、平成１７年１月１日から効力を生ずる。

平成１６年１１月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２３１８号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令

第８号）第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１６年１１月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２３１９号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年１１月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２３２０号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年１１月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

� 北条辻

別府 河野別府

高山 河野高山

中須賀 河野中須賀

河原 粟井河原

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

吉田病院 松山市三番町四丁目１１
番７号 医療法人同仁会

平成１９年
１１月２３日
まで

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００１５９１２２ 社会福祉法人西条市社会福祉協議会
西条市周布６０６番地
１ 楠 勇 児童デイサー

ビス
西条市社協児童デイ
サービスセンターひ
まわり

西条市石田３３９番地
１

平成１６年
１１月１日

３８０００３００１６０１１２ 社会福祉法人西条市社会福祉協議会
西条市周布６０６番地
１ 楠 勇 児童居宅介護 西条市社会福祉協議

会ヘルパーセンター
西条市周布６０６番地
１

平成１６年
１１月１日

３８０００３００１６１１１０ 社会福祉法人西条市社会福祉協議会
西条市周布６０６番地
１ 楠 勇 児童居宅介護

西条市社会福祉協議
会ヘルパーセンター
西条

西条市神拝甲３２４番
地２

平成１６年
１１月１日

３８０００３００１６２１１８ 社会福祉法人西条市社会福祉協議会
西条市周布６０６番地
１ 楠 勇 児童居宅介護

西条市社会福祉協議
会ヘルパーセンター
小松

西条市小松町新屋敷
乙４８番地１

平成１６年
１１月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００１６９１２３ 社会福祉法人西条市社会福祉協議会
西条市周布６０６番地
１ 楠 勇 身体障害者デ

イサービス
西条市社協身体障害
者デイサービスセン
ターひまわり

西条市周布６０６番地
１

平成１６年
１１月１日

３８０００１００１６９１１５ 社会福祉法人西条市社会福祉協議会
西条市周布６０６番地
１ 楠 勇 身体障害者居

宅介護
西条市社会福祉協議
会ヘルパーセンター

西条市周布６０６番地
１

平成１６年
１１月１日

３８０００１００１７０１１３ 社会福祉法人西条市社会福祉協議会
西条市周布６０６番地
１ 楠 勇 身体障害者居

宅介護
西条市社会福祉協議
会ヘルパーセンター
西条

西条市神拝甲３２４番
地２

平成１６年
１１月１日

３８０００１００１７１１１１ 社会福祉法人西条市社会福祉協議会
西条市周布６０６番地
１ 楠 勇 身体障害者居

宅介護
西条市社会福祉協議
会ヘルパーセンター
小松

西条市小松町新屋敷
乙４８番地１

平成１６年
１１月１日

上怒和 大字
上怒和

〃

元怒和 大字
元怒和

〃

津和地 大字
津和地

〃

二神 大字二神 〃

変 更 前 変 更 後

中村 立岩中村

米之野 立岩米之野

神田 正岡神田

愛 媛 県 報平成１６年１１月２４日 第１６１２号
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�愛媛県告示第２３２３号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１６年１１月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

西宇和郡三崎町明神４２４の５

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第２３２４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項におい

て準用する同法第２０条第２項の規定に基づき、松山広域都市

計画下水道砥部公共下水道の変更に係る都市計画の図書の写

しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成１６年１１月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２３２１号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年１１月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２３２２号
家畜商法（昭和２４年法律第２０８号）第３条第１項の規定により、次のように家畜商の免許を与えた。

平成１６年１１月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２３２５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年１１月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２３２６号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更が許可されたので、愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県

規則第４２号）第５条第６項の規定により告示する。

平成１６年１１月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００１９５１１９ 社会福祉法人西条市社会福祉協議会
西条市周布６０６番地
１ 楠 勇 知的障害者居

宅介護
西条市社会福祉協議
会ヘルパーセンター

西条市周布６０６番地
１

平成１６年
１１月１日

３８０００２００１９６１１７ 社会福祉法人西条市社会福祉協議会
西条市周布６０６番地
１ 楠 勇 知的障害者居

宅介護
西条市社会福祉協議
会ヘルパーセンター
西条

西条市神拝甲３２４番
地２

平成１６年
１１月１日

３８０００２００１９７１１５ 社会福祉法人西条市社会福祉協議会
西条市周布６０６番地
１ 楠 勇 知的障害者居

宅介護
西条市社会福祉協議
会ヘルパーセンター
小松

西条市小松町新屋敷
乙４８番地１

平成１６年
１１月１日

登録番号 登録年月日 現 住 所 氏名（又は名称） 生年月日（又は設立年月日）

第１７００号 平成１６年１１月２４日 宇和島市祝森甲１９７３番地 森 岡 信 人 昭和４０年１１月３０日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１６松局伊土検（開）第３７号

平成１６年１１月１１日
伊予市八倉字篠原９１９番７

伊予郡松前町大字筒井６６２番地
ピュアタウンＢ棟２０１号
重 松 直 也
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公 告

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１６年１１月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

指定

番号

売 り さ ば き 人 変 更 事 項 変更許可

年 月 日住 所 氏 名 又 は 名 称 新 旧

岩城
第１
号

越智郡上島町岩城１５２８番地 越智今治農業協同組合岩城支
所

売りさばき人
越智郡上島町岩城１５２８番地
越智今治農業協同組合岩城支所
売りさばき所
越智郡上島町岩城１５２８番地
越智今治農業協同組合岩城支所

売りさばき人
越智郡岩城村１５２８番地
越智今治農業協同組合岩城支所
売りさばき所
越智郡岩城村１５２８番地
越智今治農業協同組合岩城支所

平成１６年
１０月１日

今第
６号

越智郡上島町弓削下弓削２１０
番地

越智郡上島町 売りさばき人
越智郡上島町
売りさばき所
越智郡上島町弓削下弓削２１０番地
上島町弓削総合支所

売りさばき人
越智郡弓削町
売りさばき所
同町役場

平成１６年
１０月１日

今第
７号

越智郡上島町弓削下弓削２１０
番地

越智郡上島町 売りさばき人
越智郡上島町
売りさばき所
越智郡上島町生名６２１番地１
上島町生名総合支所

売りさばき人
越智郡生名村
売りさばき所
同村役場

平成１６年
１０月１日

今第
８号

越智郡上島町弓削下弓削２１０
番地

越智郡上島町 売りさばき人
越智郡上島町
売りさばき所
越智郡上島町岩城１４２７番地
上島町岩城総合支所

売りさばき人
越智郡岩城村
売りさばき所
同村役場

平成１６年
１０月１日

今第
１７号

越智郡上島町弓削下弓削２１０
番地

越智郡上島町 売りさばき人
越智郡上島町
売りさばき所
越智郡上島町魚島１番耕地１３６２番
地の第１
上島町魚島総合支所

売りさばき人
越智郡魚島村
売りさばき所
同村役場

平成１６年
１０月１日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１６年１１月１２日 特定非営利活動法人
日本波動科学研究会 井 上 寛

愛媛県松山市祝谷六丁目１１２２番
地１６クリスタルコート道後９０
２０４号

この法人は、健康で生き生きと明るく豊か
に暮らしたいという願望をもつ人々に対し
て、波動（物理学でいう電磁波）理論にも
とづく応用技術の研究・開発と実証並びに
その成果物の普及・啓蒙活動に関する事業
を行いながら、健康、健全な社会の創造と
、更には、近年、体力的にも精神的にも弱
体化したと言われる将来を担う子どもの身
体や心の健全育成を図ることによって、公
益社会全体の利益に寄与することを目的と
する。

愛 媛 県 報平成１６年１１月２４日 第１６１２号

１１６７



平成１６年１１月２４日 印刷
平成１６年１１月２４日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円１１６８

愛 媛 県 報平成１６年１１月２４日 第１６１２号


